
補助対象者：農業者で組織する任意組織、農業法人、農業協
同組合、農業協同組合の関連会社など

※１ 原則として福島県内に拠点を置く組織及び県内に本店を有す
る農業法人、会社であること。

※２ この事業で導入するスマート農業機械等を活用して、農業また
はサービスの提供を行うことが規程で定められていること。

スマート農業で結ぶ地域農業の発展支援（新規）

対象作物

要件

農作物全般

・地域の農業者が10戸以上参加する取組とすること。
・参加する農業者の戸数や面積を維持・拡大する取組
であること。

・ソフトとハードの取組を一体的に取り組むこと

募集期間：令和８年６月１日（月）～令和８年６月２６日（金）１７時まで
（審査結果は令和８年７月１０日頃に通知する予定です。）

対象経費

１ スマート農業を活用する仕組みづくりや組織の
活動等に要する経費（ソフト）

２ スマート農業機械等の導入経費（ハード）

お問い合わ
せ・申請先

・県域団体等：福島県庁農業振興課（024-521-7339）
・その他：各農林事務所農業振興普及部

（県北農林、県中農林、県南農林、会津農林、
南会津農林、相双農林、いわき農林）

※申請書類等の入手先はこちら（農業振興課ＨＰ）
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/
smartnougyou-musubu.html

福島県では、地域農業の維持・発展を目的として、スマート農業を活
用する仕組みづくりや組織の活動と地域のために使うスマート農機の導
入を一体的に支援することとし、以下のとおり募集を行います。

補助率等

【ソフト】補助率：定額、補助上限：100万円
【ハード】補助率：１／２以内（※中山間地域の場合

は２／３以内）補助上限：ソフトと併せて
1,000万円

（令和８年度）



【お問い合わせ・申請先】
（１）県域団体等

福島県農業振興課
電 話 ：０２４－５２１－７３３９
電子メール：nougyoushinkou@pref.fukushima.lg.jp

（２）県北地域
県北農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４－５２１－２６０４
電子メール ：shinkouhukyuu.af01@pref.fukushima.lg.jp

（３）県中地域
県中農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４－９３５－１３０７
電子メール ：shinkouhukyuu.af02@pref.fukushima.lg.jp

（４）県南地域
県南農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４８－２３－１５５６
電子メール ：shinkouhukyuu.af03@pref.fukushima.lg.jp

（５）会津地域
会津農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４２－２９－５３０２
電子メール ：shinkouhukyuu.af04@pref.fukushima.lg.jp

（６）南会津地域
南会津農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４１－６２－５２５３
電子メール ：shinkouhukyuu.af05@pref.fukushima.lg.jp

（７）相双地域
相双農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４４－２６－１１４７
電子メール ：shinkouhukyuu.af06@pref.fukushima.lg.jp

（８）いわき地域
いわき農林事務所農業振興普及部
電 話 ：０２４６－２４－６１６０
電子メール ：shinkouhukyuu.af07@pref.fukushima.lg.jp
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